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お 知 ら せ
I N F O R M A T I O N

※電話の掛け間違いにご注意ください。 1 January 2016

第985号■平成28年1月号

　
朝
霞
税
務
署
で
は
、
２
月
16
日
㈫

か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で
、
確
定
申
告

書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。な
お
、

医
療
費
控
除
や
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
の
還
付
申
告
書
は
２
月

15
日
㈪
以
前
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
確
定
申
告
期
間
中
は
申
告
会
場
が

大
変
混
雑
す
る
た
め
、
申
告
書
の
作

成
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.nta.go.jp)

の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利

用
し
、郵
送
な
ど
で
提
出
く
だ
さ
い
。

※

初
め
て
の
方
で
も
操
作
が
し
や
す

い
画
面
で
す
。
税
額
な
ど
も
自
動
で

計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い
申
告

書
を
作
成
で
き
ま
す
。

　「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

の
操
作
に
関
す
る
問
合
せ（
☎
０
５

７
０-

０
１-

５
９
０
１
）▼
受
付
日

時
／
○
１
月
12
日
㈫
か
ら
３
月
15
日

㈫
ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
を

除
く
）及
び
２
月
21
日・
28
日・３
月

６
日・
13
日
の
日
曜
日
、
午
前
９
時

〜
午
後
８
時
、○
右
記
以
外
の
日
時

＝
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
及
び
12
月

29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）、
午
前

９
時
〜
午
後
５
時

▼
日
時
／
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15

日
㈫
ま
で
、午
前
８
時
30
分
か
ら（
土

曜・日
曜
日
は
除
く
。
た
だ
し
、
２

月
21
日・
28
日
の
日
曜
日
は
開
場
し

ま
す
。）※

午
後
４
時
頃
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
混
雑
し
て
い
る
場
合

は
、
受
付
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
朝
霞
税
務
署
の
隣
接
地
に
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
建
設
さ
れ
る
た
め
、
１
月

か
ら
駐
車
場
が
縮
小
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
分
か
ら
49
年
分
ま
で
の

各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
及
び

納
付
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
復

興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年
分
の

基
準
所
得
税
額（
原
則
と
し
て
、
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
）に
2.1
％
の
税

率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

手
書
き
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る

場
合
は
、
復
興
特
別
所
得
税
額
の
記

載
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://

w
w
w
.nta.go.jp)

に
、
相
続
税
等

の
関
連
情
報
を
掲
載
し
た「
相
続
税・

贈
与
税
特
集
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

「
相
続
税
の
あ
ら
ま
し（
平
成
27
年
分

用
）」、「
相
続
税
の
申
告
要
否
判
定

コ
ー
ナ
ー
」、「
相
続
税
申
告
書
の
記

載
例
」な
ど
、
分
か
り
や
す
い
解
説

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
朝
霞
税
務
署（
☎
０
４

８-

４
６
７-

２
２
１
１
）※

自
動
音

声
で「
０
」を
選
択

人
事
課

（
☎
０
４
８‐

　
４
２
４‐８
１
２
５
）

問合せ

　
市
で
は
、平
成
28
年
４
月
１
日
に

採
用
す
る
職
員
の
採
用
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、今
回
の
試
験
は
平
成
27
年

５
月
９
日
及
び
９
月
20
日
に
実
施
し

た
本
市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
者
は
、

受
験
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
試
験
日
／
１
月
24
日
㈰
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
必
要
書
類

／
①
履
歴
書・自
己
紹
介
書（
試
験
要

領
に
併
せ
て
配
布
す
る
所
定
の
用
紙

を
使
用
す
る
こ
と
）、②
卒
業
証
明
書

（
卒
業
証
書
の
写
し
で
も
可
）、③
成

績
証
明
書
、④
資
格
証
明
書
な
ど

の
写
し
▼
申
込
み
／
直
接
又
は
郵

送
で
、1
月
5
日
㈫
か
ら
13
日
㈬

ま
で
に
人
事
課
へ▼
試
験
要
領
の

配
布
／
人
事
課
、に
い
ざ
ほ
っ
と
ぷ

ら
ざ
、各
公
民
館・コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）。

■採用職種・採用人員・受験資格
職　種　　　  区　分　　採用予定人員 　　　　　　　 学歴・資格など　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

一般事務

平成2年４月２日以降に生まれた方

平成4年４月２日以降に生まれた方

平成6年４月２日以降に生まれた方

大学、短期大学又は高等学校を卒業し
た方又は平成28年3月までに卒業する
見込みの方

1級建築士の資格を有する方

大学において建築を専攻し、卒業した方
又は平成28年3月までに卒業する見込
みの方

1級土木施工管理技士の資格を有する方

大学（1級土木施工管理技術検定におけ
る指定学科に限る。）において土木を専
攻し、卒業した方又は平成28年3月まで
に卒業する見込みの方

保健師の資格を有する方又は平成28年
3月までに資格取得見込みの方

10名
程度

5名
程度

5名
程度

3名
程度

大学卒

短大卒

高校卒

建築

建築専攻

土木

土木専攻

平成28年4月1日採用

市職員を募集します

▼
任
用
期
間
／
４
月
１
日
か
ら
平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で（
勤
務
評
定
に
よ
る

任
用
更
新
制
度
、定
年
制
度〈
65
歳
〉あ

り
）▼
試
験
日
／
２
月
６
日
㈯
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
試
験
方
法
／

作
文
及
び
面
接
▼
申
込
み
及
び
問
合
せ

／
直
接
又
は
郵
送
で
、履
歴
書（
市
販
の

Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
も
の
で
可
、顔
写
真
貼

付
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、１
月
12
日

㈫
か
ら
19
日
㈫
ま
で
に
人
事
課（
〒
３

５
２-

８
６
２
３
野
火
止
１-

１-

１
、☎
０

４
８-

４
２
４-

８
１
２
５
）へ

非常勤一般職員を募集します
平成28年4月1日採用

920円

1,260円

一般事務

①週30時間以内
②1日6時間（月15日以内）
※具体的な勤務日数・時間は配
属先により決定します。

月曜から金曜日までの午前7時
から午後7時までの間の4時間
以内及び土曜日の午前7時から
午後7時までの間の6時間以内
（週19時間以内）

パソコン入力、
窓口業務及び事
務補助など

早期及び延長保
育における保育
業務

市役所
ほか

市内
保育園

5名程度

若干名早延長
保育員

職　種 　　　　　　　　　勤 務 時 間 　 　 　 　 　勤務場所　　 募集人員　　　　　業務内容　　　　　 時　給　 　

新
座
市
認
知
症
行
方
不
明
高
齢
者

Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル
事
業

「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」開
始
！

〜
メ
ー
ル
配
信
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
〜

　「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」と

は
、認
知
症
に
よ
る
徘
徊
で
行
方

不
明
に
な
っ
た
高
齢
者
の
早
期
発

見
・
事
故
防
止
の
た
め
、事
前
に

メ
ー
ル
配
信
登
録
さ
れ
た
方
に
行

方
不
明
者
の
情
報
を
メ
ー
ル
で一

斉
配
信
し
、捜
索
に
協
力
し
て
い

た
だ
く
も
の
で
す
。メ
ー
ル
に
は
、

性
別
、年
齢
、身
長
、服
装
、行
方
不

明
に
な
っ
た
時
の
状
況
な
ど
の
情

報
を
配
信
し
ま
す
。本
人
を
発
見

す
る
な
ど
情
報
を
得
ま
し
た
ら
、

新
座
警
察
署
に
通
報
を
お
願
い
し

ま
す
。▼
登
録
方
法
／
①
次
の
Ｕ
Ｒ

Ｌ
又
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、高
齢
者

さ
が
し
て
メ
ー
ル
登
録
フ
ォ
ー
ム

に
ア
ク
セ
ス
す
る
。（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
が
あ
り
ま
す
。）

●
携
帯
電
話
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.cit

y.niiza.lg.jp/m
o

bile/m
ailm

aga/

●
パ
ソ
コ
ン
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.city.

niiza.lg.jp/m
ailm

aga/

②
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
に
□

を
入
れ
、メ
ル
マ
ガ
決
定
を
押
す
。

③
登
録
し
た
い
ご
自
身
の
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
、決
定
を
押

す
。④
入
力
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
宛

て
に
、仮
登
録
完
了
メ
ー
ル
が
届

く
。⑤
記
載
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク

セ
ス
し
て
、本
登
録
を
行
う
。

▼
問
合
せ
／
長
寿
支
援
課（
☎
０
４

８-

４
２
４-

５
１
８
６
）

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

　
税
理
士
会
朝
霞
支
部
で
は
、平

成
27
年
分
の
給
与
及
び
年
金
収
入

が
8
0
0
万
円
以
下
の
方
の
還
付

申
告
相
談
と
申
告
書
の
作
成
指
導

を
無
料
で
行
い
ま
す
。

○
給
与
所
得
者
で
、医
療
費
控
除

　
を
受
け
る
方

○
昨
年
中
に
退
職
し
た
方（
退
職

　
所
得
の
あ
る
方
は
除
く
）で
、年

　
末
調
整
が
お
済
み
で
な
い
方

○
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

　
方

※

給
与
又
は
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
方
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　▼
問
合
せ
／
税
理
士
会
朝
霞
支
部

事
務
局（
☎
０
４
８-

4
6
5-

０
０

２
５
）

　※にいざほっとぷらざは、駐車場がありません。
　※各税理士事務所での相談は、平成27年分の給与及び年金収入600万円以下の方が対象
　です。ご希望の方は、事前に税理士会朝霞支部事務局へ電話連絡の上、ご利用ください。

税
理
士
に
よ
る

　
還
付
申
告
無
料
相
談

　　　　月　日　　
２月8日㈪～12日㈮
〈2月11日（木・祝）も実施〉

２月1日㈪～5日㈮

　　　　　 受 付 時 間
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時30分

朝霞支部事務局に問合せください。

場　所
にいざほっと
ぷらざ４階

各税理士事務所

■税理士による還付申告無料相談

便
利
な「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
を

　
　
　
　
　
開
設
し
て
い
ま
す

朝
霞
税
務
署
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
確
定
申
告
会
場

朝
霞
税
務
署
の
駐
車
場
が

　
　
　
　
　
　
　
縮
小
し
ま
す

復
興
特
別
所
得
税
の

　
　
　
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
を

相
続
税・贈
与
税
に
つ
い
て

市
役
所
で
行
う
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
い
ま
す

　
１
月
か
ら
、社
会
保
障（
福
祉

の
給
付
、医
療
保
険
な
ど
）、税（
課

税
、納
税
な
ど
）の
手
続
き
に
お
い

て
市
に
提
出
す
る
書
類
へ
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
な
ど
を
お
願
い

し
ま
す
。
手
続
き
を
行
う
際
に
は
、

窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
や

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、通

知
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
な
ど
も
可
）と
運
転
免
許
証
な

ど
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
な
ど
が
必
要
な
手
続
き
に

つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
各
担
当
課
に
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

生活福祉課

障がい者福祉課

児童福祉課

長寿支援課
介護保険課
国保年金課

保健センター

市民税課

資産税課
納税課

平
成
28
年
1
月
か
ら
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー
ド
の
交
付
開
始

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す

る
た
め
の「
通
知
カ
ー
ド
」と
併
せ

て
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

及
び
返
信
用
封
筒
が
同
封
さ
れ
て

い
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。▼
申
請
方

法
／
①
郵
送
で
の
申
請
＝
申
請
書

に
本
人
の
顔
写
真
を
貼
り
、返
信

用
封
筒
に
入
れ
て
郵
便
ポ
ス
ト
へ

投
函
、②
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
請

＝
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、所

定
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
申
請
、③
ま
ち
な
か
の
写
真
機

（
対
応
機
種
の
み
）か
ら
の
申
請
＝

申
請
書
を
持
参
し
て
顔
写
真
を
撮

影
し
て
申
請
▼
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
手
順
／
①
交
付
の
準
備
が

整
い
次
第
、市
か
ら「
交
付
通
知

書
」を
送
付
し
ま
す
。②
必
要
書
類

を
お
持
ち
に
な
り
、｢

交
付
通
知
書
」

に
記
載
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
ご
本

人
が
市
民
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。③
窓
口
で
本
人
確
認
の
上
、

暗
証
番
号
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
、

｢

個
人
番
号
カ
ー
ド
」を
交
付
し
ま

す
。▼
必
要
書
類
／「
交
付
通
知
書
」、

｢

通
知
カ
ー
ド
」、「
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の

も
の
１
点
又
は
健
康
保
険
証
な
ど

顔
写
真
付
き
で
な
い
も
の
２
点
）」、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の

方
）▼
注
意
事
項
／
○
初
回
発
行
手

数
料
は
無
料
。○「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」に
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
電
子
申

請
な
ど
が
行
え
る
電
子
証
明
書
が

標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。○
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
重
複
し
て
所
持
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。○
15
歳
未
満
及
び
成

年
被
後
見
人
の
方
は
法
定
代
理
人

か
ら
の
み
申
請
が
可
能
。○
病
気
、

身
体
の
障
が
い
、そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、市
役
所
に

お
越
し
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
限
り
、代
理
人
に
カ
ー
ド
の

受
取
り
を
委
任
で
き
ま
す（
詳
細

は
問
合
せ
く
だ
さ
い
）。

技　師

保健師

■捜索時の流れ

家族等 本人

新座警察署 長寿支援課
❷徘徊者情報

❻保護情報

❹目撃者情報

❺発見・保護
❶行方不明届

❸捜索依頼メール配信

❼捜索解除メール配信

企
　
画
　
課

　
（
☎
０
４
８-

４
７
７-

１
７
８
２
）

問合せ

担当課　　　　　 マイナンバーの記入が必要な手続き（一例）
生活保護、中国残留邦人等に対する支援給付の申請など
障がい児通所給付費の支給申請、障がい児福祉手当等の認
定申請、自立支援給付の支給申請、重度心身障がい者福祉
手当の認定申請、重度心身障がい者医療費の受給資格登録
申請など
児童手当、児童扶養手当の支給申請、ひとり親家庭自立支
援給付金の支給申請、こども医療費、ひとり親家庭等医療
費の受給資格登録申請など
後期高齢者医療保険に関する手続きなど
介護保険に関する手続きなど
国民健康保険に関する手続きなど
妊娠届出、未熟児養育医療の給付の申請など
【個人市民税】個人市民税に関する手続きなど
※ただし、平成27年分の確定申告書及び平成28年度分の住
　民税申告書には、記載の必要はありません。
【法人市民税】法人市民税に関する手続きなど
※ただし、確定申告書、中間申告書等の申告書には、平成
　28年１月１日以降に開始する事業年度分から記載が必要
　となります。
固定資産税等に関する手続きなど
納税に関する手続きなど

　
市
　
民
　
課

（
☎
０
４
８-

４
５
８-

０
４
７
６
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８
）

問合せ

※平成27年5月9日及び同年9月20日に実施した本市職員採用試験を受験した方は、受験できません。

メール配信登録者

15 14

お 知 ら せ
I N F O R M A T I O N

※電話の掛け間違いにご注意ください。 1 January 2016

第985号■平成28年1月号

　
朝
霞
税
務
署
で
は
、
２
月
16
日
㈫

か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で
、
確
定
申
告

書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。な
お
、

医
療
費
控
除
や
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
の
還
付
申
告
書
は
２
月

15
日
㈪
以
前
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
確
定
申
告
期
間
中
は
申
告
会
場
が

大
変
混
雑
す
る
た
め
、
申
告
書
の
作

成
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.nta.go.jp)

の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利

用
し
、郵
送
な
ど
で
提
出
く
だ
さ
い
。

※

初
め
て
の
方
で
も
操
作
が
し
や
す

い
画
面
で
す
。
税
額
な
ど
も
自
動
で

計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い
申
告

書
を
作
成
で
き
ま
す
。

　「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

の
操
作
に
関
す
る
問
合
せ（
☎
０
５

７
０-

０
１-

５
９
０
１
）▼
受
付
日

時
／
○
１
月
12
日
㈫
か
ら
３
月
15
日

㈫
ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
を

除
く
）及
び
２
月
21
日・
28
日・３
月

６
日・
13
日
の
日
曜
日
、
午
前
９
時

〜
午
後
８
時
、○
右
記
以
外
の
日
時

＝
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
及
び
12
月

29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）、
午
前

９
時
〜
午
後
５
時

▼
日
時
／
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15

日
㈫
ま
で
、午
前
８
時
30
分
か
ら（
土

曜・日
曜
日
は
除
く
。
た
だ
し
、
２

月
21
日・
28
日
の
日
曜
日
は
開
場
し

ま
す
。）※

午
後
４
時
頃
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
混
雑
し
て
い
る
場
合

は
、
受
付
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
朝
霞
税
務
署
の
隣
接
地
に
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
建
設
さ
れ
る
た
め
、
１
月

か
ら
駐
車
場
が
縮
小
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
分
か
ら
49
年
分
ま
で
の

各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
及
び

納
付
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
復

興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年
分
の

基
準
所
得
税
額（
原
則
と
し
て
、
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
）に
2.1
％
の
税

率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

手
書
き
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る

場
合
は
、
復
興
特
別
所
得
税
額
の
記

載
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://

w
w
w
.nta.go.jp)

に
、
相
続
税
等

の
関
連
情
報
を
掲
載
し
た「
相
続
税・

贈
与
税
特
集
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

「
相
続
税
の
あ
ら
ま
し（
平
成
27
年
分

用
）」、「
相
続
税
の
申
告
要
否
判
定

コ
ー
ナ
ー
」、「
相
続
税
申
告
書
の
記

載
例
」な
ど
、
分
か
り
や
す
い
解
説

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
朝
霞
税
務
署（
☎
０
４

８-

４
６
７-

２
２
１
１
）※

自
動
音

声
で「
０
」を
選
択

人
事
課

（
☎
０
４
８‐

　
４
２
４‐８
１
２
５
）

問合せ

　
市
で
は
、平
成
28
年
４
月
１
日
に

採
用
す
る
職
員
の
採
用
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、今
回
の
試
験
は
平
成
27
年

５
月
９
日
及
び
９
月
20
日
に
実
施
し

た
本
市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
者
は
、

受
験
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
試
験
日
／
１
月
24
日
㈰
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
必
要
書
類

／
①
履
歴
書・自
己
紹
介
書（
試
験
要

領
に
併
せ
て
配
布
す
る
所
定
の
用
紙

を
使
用
す
る
こ
と
）、②
卒
業
証
明
書

（
卒
業
証
書
の
写
し
で
も
可
）、③
成

績
証
明
書
、④
資
格
証
明
書
な
ど

の
写
し
▼
申
込
み
／
直
接
又
は
郵

送
で
、1
月
5
日
㈫
か
ら
13
日
㈬

ま
で
に
人
事
課
へ▼
試
験
要
領
の

配
布
／
人
事
課
、に
い
ざ
ほ
っ
と
ぷ

ら
ざ
、各
公
民
館・コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）。

■採用職種・採用人員・受験資格
職　種　　　  区　分　　採用予定人員 　　　　　　　 学歴・資格など　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

一般事務

平成2年４月２日以降に生まれた方

平成4年４月２日以降に生まれた方

平成6年４月２日以降に生まれた方

大学、短期大学又は高等学校を卒業し
た方又は平成28年3月までに卒業する
見込みの方

1級建築士の資格を有する方

大学において建築を専攻し、卒業した方
又は平成28年3月までに卒業する見込
みの方

1級土木施工管理技士の資格を有する方

大学（1級土木施工管理技術検定におけ
る指定学科に限る。）において土木を専
攻し、卒業した方又は平成28年3月まで
に卒業する見込みの方

保健師の資格を有する方又は平成28年
3月までに資格取得見込みの方

10名
程度

5名
程度

5名
程度

3名
程度

大学卒

短大卒

高校卒

建築

建築専攻

土木

土木専攻

平成28年4月1日採用

市職員を募集します

▼
任
用
期
間
／
４
月
１
日
か
ら
平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で（
勤
務
評
定
に
よ
る

任
用
更
新
制
度
、定
年
制
度〈
65
歳
〉あ

り
）▼
試
験
日
／
２
月
６
日
㈯
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
試
験
方
法
／

作
文
及
び
面
接
▼
申
込
み
及
び
問
合
せ

／
直
接
又
は
郵
送
で
、履
歴
書（
市
販
の

Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
も
の
で
可
、顔
写
真
貼

付
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、１
月
12
日

㈫
か
ら
19
日
㈫
ま
で
に
人
事
課（
〒
３

５
２-

８
６
２
３
野
火
止
１-

１-

１
、☎
０

４
８-

４
２
４-

８
１
２
５
）へ

非常勤一般職員を募集します
平成28年4月1日採用

920円

1,260円

一般事務

①週30時間以内
②1日6時間（月15日以内）
※具体的な勤務日数・時間は配
属先により決定します。

月曜から金曜日までの午前7時
から午後7時までの間の4時間
以内及び土曜日の午前7時から
午後7時までの間の6時間以内
（週19時間以内）

パソコン入力、
窓口業務及び事
務補助など

早期及び延長保
育における保育
業務

市役所
ほか

市内
保育園

5名程度

若干名早延長
保育員

職　種 　　　　　　　　　勤 務 時 間 　 　 　 　 　勤務場所　　 募集人員　　　　　業務内容　　　　　 時　給　 　

新
座
市
認
知
症
行
方
不
明
高
齢
者

Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル
事
業

「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」開
始
！

〜
メ
ー
ル
配
信
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
〜

　「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」と

は
、認
知
症
に
よ
る
徘
徊
で
行
方

不
明
に
な
っ
た
高
齢
者
の
早
期
発

見
・
事
故
防
止
の
た
め
、事
前
に

メ
ー
ル
配
信
登
録
さ
れ
た
方
に
行

方
不
明
者
の
情
報
を
メ
ー
ル
で一

斉
配
信
し
、捜
索
に
協
力
し
て
い

た
だ
く
も
の
で
す
。メ
ー
ル
に
は
、

性
別
、年
齢
、身
長
、服
装
、行
方
不

明
に
な
っ
た
時
の
状
況
な
ど
の
情

報
を
配
信
し
ま
す
。本
人
を
発
見

す
る
な
ど
情
報
を
得
ま
し
た
ら
、

新
座
警
察
署
に
通
報
を
お
願
い
し

ま
す
。▼
登
録
方
法
／
①
次
の
Ｕ
Ｒ

Ｌ
又
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、高
齢
者

さ
が
し
て
メ
ー
ル
登
録
フ
ォ
ー
ム

に
ア
ク
セ
ス
す
る
。（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
が
あ
り
ま
す
。）

●
携
帯
電
話
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.cit

y.niiza.lg.jp/m
o

bile/m
ailm

aga/

●
パ
ソ
コ
ン
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.city.

niiza.lg.jp/m
ailm

aga/

②
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
に
□

を
入
れ
、メ
ル
マ
ガ
決
定
を
押
す
。

③
登
録
し
た
い
ご
自
身
の
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
、決
定
を
押

す
。④
入
力
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
宛

て
に
、仮
登
録
完
了
メ
ー
ル
が
届

く
。⑤
記
載
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク

セ
ス
し
て
、本
登
録
を
行
う
。

▼
問
合
せ
／
長
寿
支
援
課（
☎
０
４

８-

４
２
４-

５
１
８
６
）

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

　
税
理
士
会
朝
霞
支
部
で
は
、平

成
27
年
分
の
給
与
及
び
年
金
収
入

が
8
0
0
万
円
以
下
の
方
の
還
付

申
告
相
談
と
申
告
書
の
作
成
指
導

を
無
料
で
行
い
ま
す
。

○
給
与
所
得
者
で
、医
療
費
控
除

　
を
受
け
る
方

○
昨
年
中
に
退
職
し
た
方（
退
職

　
所
得
の
あ
る
方
は
除
く
）で
、年

　
末
調
整
が
お
済
み
で
な
い
方

○
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

　
方

※

給
与
又
は
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
方
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　▼
問
合
せ
／
税
理
士
会
朝
霞
支
部

事
務
局（
☎
０
４
８-

4
6
5-

０
０

２
５
）

　※にいざほっとぷらざは、駐車場がありません。
　※各税理士事務所での相談は、平成27年分の給与及び年金収入600万円以下の方が対象
　です。ご希望の方は、事前に税理士会朝霞支部事務局へ電話連絡の上、ご利用ください。

税
理
士
に
よ
る

　
還
付
申
告
無
料
相
談

　　　　月　日　　
２月8日㈪～12日㈮
〈2月11日（木・祝）も実施〉

２月1日㈪～5日㈮

　　　　　 受 付 時 間
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時30分

朝霞支部事務局に問合せください。

場　所
にいざほっと
ぷらざ４階

各税理士事務所

■税理士による還付申告無料相談

便
利
な「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
を

　
　
　
　
　
開
設
し
て
い
ま
す

朝
霞
税
務
署
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
確
定
申
告
会
場

朝
霞
税
務
署
の
駐
車
場
が

　
　
　
　
　
　
　
縮
小
し
ま
す

復
興
特
別
所
得
税
の

　
　
　
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
を

相
続
税・贈
与
税
に
つ
い
て

市
役
所
で
行
う
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
い
ま
す

　
１
月
か
ら
、社
会
保
障（
福
祉

の
給
付
、医
療
保
険
な
ど
）、税（
課

税
、納
税
な
ど
）の
手
続
き
に
お
い

て
市
に
提
出
す
る
書
類
へ
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
な
ど
を
お
願
い

し
ま
す
。
手
続
き
を
行
う
際
に
は
、

窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
や

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、通

知
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
な
ど
も
可
）と
運
転
免
許
証
な

ど
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
な
ど
が
必
要
な
手
続
き
に

つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
各
担
当
課
に
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

生活福祉課

障がい者福祉課

児童福祉課

長寿支援課
介護保険課
国保年金課

保健センター

市民税課

資産税課
納税課

平
成
28
年
1
月
か
ら
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー
ド
の
交
付
開
始

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す

る
た
め
の「
通
知
カ
ー
ド
」と
併
せ

て
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

及
び
返
信
用
封
筒
が
同
封
さ
れ
て

い
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。▼
申
請
方

法
／
①
郵
送
で
の
申
請
＝
申
請
書

に
本
人
の
顔
写
真
を
貼
り
、返
信

用
封
筒
に
入
れ
て
郵
便
ポ
ス
ト
へ

投
函
、②
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
請

＝
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、所

定
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
申
請
、③
ま
ち
な
か
の
写
真
機

（
対
応
機
種
の
み
）か
ら
の
申
請
＝

申
請
書
を
持
参
し
て
顔
写
真
を
撮

影
し
て
申
請
▼
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
手
順
／
①
交
付
の
準
備
が

整
い
次
第
、市
か
ら「
交
付
通
知

書
」を
送
付
し
ま
す
。②
必
要
書
類

を
お
持
ち
に
な
り
、｢

交
付
通
知
書
」

に
記
載
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
ご
本

人
が
市
民
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。③
窓
口
で
本
人
確
認
の
上
、

暗
証
番
号
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
、

｢

個
人
番
号
カ
ー
ド
」を
交
付
し
ま

す
。▼
必
要
書
類
／「
交
付
通
知
書
」、

｢

通
知
カ
ー
ド
」、「
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の

も
の
１
点
又
は
健
康
保
険
証
な
ど

顔
写
真
付
き
で
な
い
も
の
２
点
）」、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の

方
）▼
注
意
事
項
／
○
初
回
発
行
手

数
料
は
無
料
。○「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」に
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
電
子
申

請
な
ど
が
行
え
る
電
子
証
明
書
が

標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。○
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
重
複
し
て
所
持
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。○
15
歳
未
満
及
び
成

年
被
後
見
人
の
方
は
法
定
代
理
人

か
ら
の
み
申
請
が
可
能
。○
病
気
、

身
体
の
障
が
い
、そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、市
役
所
に

お
越
し
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
限
り
、代
理
人
に
カ
ー
ド
の

受
取
り
を
委
任
で
き
ま
す（
詳
細

は
問
合
せ
く
だ
さ
い
）。

技　師

保健師

■捜索時の流れ

家族等 本人

新座警察署 長寿支援課
❷徘徊者情報

❻保護情報

❹目撃者情報

❺発見・保護
❶行方不明届

❸捜索依頼メール配信

❼捜索解除メール配信

企
　
画
　
課

　
（
☎
０
４
８-

４
７
７-

１
７
８
２
）

問合せ

担当課　　　　　 マイナンバーの記入が必要な手続き（一例）
生活保護、中国残留邦人等に対する支援給付の申請など
障がい児通所給付費の支給申請、障がい児福祉手当等の認
定申請、自立支援給付の支給申請、重度心身障がい者福祉
手当の認定申請、重度心身障がい者医療費の受給資格登録
申請など
児童手当、児童扶養手当の支給申請、ひとり親家庭自立支
援給付金の支給申請、こども医療費、ひとり親家庭等医療
費の受給資格登録申請など
後期高齢者医療保険に関する手続きなど
介護保険に関する手続きなど
国民健康保険に関する手続きなど
妊娠届出、未熟児養育医療の給付の申請など
【個人市民税】個人市民税に関する手続きなど
※ただし、平成27年分の確定申告書及び平成28年度分の住
　民税申告書には、記載の必要はありません。
【法人市民税】法人市民税に関する手続きなど
※ただし、確定申告書、中間申告書等の申告書には、平成
　28年１月１日以降に開始する事業年度分から記載が必要
　となります。
固定資産税等に関する手続きなど
納税に関する手続きなど

　
市
　
民
　
課

（
☎
０
４
８-

４
５
８-

０
４
７
６
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８
）

問合せ

※平成27年5月9日及び同年9月20日に実施した本市職員採用試験を受験した方は、受験できません。

メール配信登録者
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お 知 ら せ
I N F O R M A T I O N

※電話の掛け間違いにご注意ください。 1 January 2016

第985号■平成28年1月号

　
朝
霞
税
務
署
で
は
、
２
月
16
日
㈫

か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で
、
確
定
申
告

書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。な
お
、

医
療
費
控
除
や
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
の
還
付
申
告
書
は
２
月

15
日
㈪
以
前
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
確
定
申
告
期
間
中
は
申
告
会
場
が

大
変
混
雑
す
る
た
め
、
申
告
書
の
作

成
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.nta.go.jp)

の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利

用
し
、郵
送
な
ど
で
提
出
く
だ
さ
い
。

※

初
め
て
の
方
で
も
操
作
が
し
や
す

い
画
面
で
す
。
税
額
な
ど
も
自
動
で

計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い
申
告

書
を
作
成
で
き
ま
す
。

　「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

の
操
作
に
関
す
る
問
合
せ（
☎
０
５

７
０-

０
１-

５
９
０
１
）▼
受
付
日

時
／
○
１
月
12
日
㈫
か
ら
３
月
15
日

㈫
ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
を

除
く
）及
び
２
月
21
日・
28
日・３
月

６
日・
13
日
の
日
曜
日
、
午
前
９
時

〜
午
後
８
時
、○
右
記
以
外
の
日
時

＝
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
及
び
12
月

29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）、
午
前

９
時
〜
午
後
５
時

▼
日
時
／
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15

日
㈫
ま
で
、午
前
８
時
30
分
か
ら（
土

曜・日
曜
日
は
除
く
。
た
だ
し
、
２

月
21
日・
28
日
の
日
曜
日
は
開
場
し

ま
す
。）※

午
後
４
時
頃
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
混
雑
し
て
い
る
場
合

は
、
受
付
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
朝
霞
税
務
署
の
隣
接
地
に
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
建
設
さ
れ
る
た
め
、
１
月

か
ら
駐
車
場
が
縮
小
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
分
か
ら
49
年
分
ま
で
の

各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
及
び

納
付
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
復

興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年
分
の

基
準
所
得
税
額（
原
則
と
し
て
、
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
）に
2.1
％
の
税

率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

手
書
き
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る

場
合
は
、
復
興
特
別
所
得
税
額
の
記

載
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://

w
w
w
.nta.go.jp)

に
、
相
続
税
等

の
関
連
情
報
を
掲
載
し
た「
相
続
税・

贈
与
税
特
集
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

「
相
続
税
の
あ
ら
ま
し（
平
成
27
年
分

用
）」、「
相
続
税
の
申
告
要
否
判
定

コ
ー
ナ
ー
」、「
相
続
税
申
告
書
の
記

載
例
」な
ど
、
分
か
り
や
す
い
解
説

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
朝
霞
税
務
署（
☎
０
４

８-

４
６
７-

２
２
１
１
）※

自
動
音

声
で「
０
」を
選
択

人
事
課

（
☎
０
４
８‐

　
４
２
４‐８
１
２
５
）

問合せ

　
市
で
は
、平
成
28
年
４
月
１
日
に

採
用
す
る
職
員
の
採
用
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、今
回
の
試
験
は
平
成
27
年

５
月
９
日
及
び
９
月
20
日
に
実
施
し

た
本
市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
者
は
、

受
験
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
試
験
日
／
１
月
24
日
㈰
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
必
要
書
類

／
①
履
歴
書・自
己
紹
介
書（
試
験
要

領
に
併
せ
て
配
布
す
る
所
定
の
用
紙

を
使
用
す
る
こ
と
）、②
卒
業
証
明
書

（
卒
業
証
書
の
写
し
で
も
可
）、③
成

績
証
明
書
、④
資
格
証
明
書
な
ど

の
写
し
▼
申
込
み
／
直
接
又
は
郵

送
で
、1
月
5
日
㈫
か
ら
13
日
㈬

ま
で
に
人
事
課
へ▼
試
験
要
領
の

配
布
／
人
事
課
、に
い
ざ
ほ
っ
と
ぷ

ら
ざ
、各
公
民
館・コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）。

■採用職種・採用人員・受験資格
職　種　　　  区　分　　採用予定人員 　　　　　　　 学歴・資格など　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

一般事務

平成2年４月２日以降に生まれた方

平成4年４月２日以降に生まれた方

平成6年４月２日以降に生まれた方

大学、短期大学又は高等学校を卒業し
た方又は平成28年3月までに卒業する
見込みの方

1級建築士の資格を有する方

大学において建築を専攻し、卒業した方
又は平成28年3月までに卒業する見込
みの方

1級土木施工管理技士の資格を有する方

大学（1級土木施工管理技術検定におけ
る指定学科に限る。）において土木を専
攻し、卒業した方又は平成28年3月まで
に卒業する見込みの方

保健師の資格を有する方又は平成28年
3月までに資格取得見込みの方

10名
程度

5名
程度

5名
程度

3名
程度

大学卒

短大卒

高校卒

建築

建築専攻

土木

土木専攻

平成28年4月1日採用

市職員を募集します

▼
任
用
期
間
／
４
月
１
日
か
ら
平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で（
勤
務
評
定
に
よ
る

任
用
更
新
制
度
、定
年
制
度〈
65
歳
〉あ

り
）▼
試
験
日
／
２
月
６
日
㈯
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
試
験
方
法
／

作
文
及
び
面
接
▼
申
込
み
及
び
問
合
せ

／
直
接
又
は
郵
送
で
、履
歴
書（
市
販
の

Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
も
の
で
可
、顔
写
真
貼

付
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、１
月
12
日

㈫
か
ら
19
日
㈫
ま
で
に
人
事
課（
〒
３

５
２-

８
６
２
３
野
火
止
１-

１-

１
、☎
０

４
８-

４
２
４-

８
１
２
５
）へ

非常勤一般職員を募集します
平成28年4月1日採用

920円

1,260円

一般事務

①週30時間以内
②1日6時間（月15日以内）
※具体的な勤務日数・時間は配
属先により決定します。

月曜から金曜日までの午前7時
から午後7時までの間の4時間
以内及び土曜日の午前7時から
午後7時までの間の6時間以内
（週19時間以内）

パソコン入力、
窓口業務及び事
務補助など

早期及び延長保
育における保育
業務

市役所
ほか

市内
保育園

5名程度

若干名早延長
保育員

職　種 　　　　　　　　　勤 務 時 間 　 　 　 　 　勤務場所　　 募集人員　　　　　業務内容　　　　　 時　給　 　

新
座
市
認
知
症
行
方
不
明
高
齢
者

Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル
事
業

「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」開
始
！

〜
メ
ー
ル
配
信
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
〜

　「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」と

は
、認
知
症
に
よ
る
徘
徊
で
行
方

不
明
に
な
っ
た
高
齢
者
の
早
期
発

見
・
事
故
防
止
の
た
め
、事
前
に

メ
ー
ル
配
信
登
録
さ
れ
た
方
に
行

方
不
明
者
の
情
報
を
メ
ー
ル
で一

斉
配
信
し
、捜
索
に
協
力
し
て
い

た
だ
く
も
の
で
す
。メ
ー
ル
に
は
、

性
別
、年
齢
、身
長
、服
装
、行
方
不

明
に
な
っ
た
時
の
状
況
な
ど
の
情

報
を
配
信
し
ま
す
。本
人
を
発
見

す
る
な
ど
情
報
を
得
ま
し
た
ら
、

新
座
警
察
署
に
通
報
を
お
願
い
し

ま
す
。▼
登
録
方
法
／
①
次
の
Ｕ
Ｒ

Ｌ
又
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、高
齢
者

さ
が
し
て
メ
ー
ル
登
録
フ
ォ
ー
ム

に
ア
ク
セ
ス
す
る
。（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
が
あ
り
ま
す
。）

●
携
帯
電
話
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.cit

y.niiza.lg.jp/m
o

bile/m
ailm

aga/

●
パ
ソ
コ
ン
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.city.

niiza.lg.jp/m
ailm

aga/

②
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
に
□

を
入
れ
、メ
ル
マ
ガ
決
定
を
押
す
。

③
登
録
し
た
い
ご
自
身
の
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
、決
定
を
押

す
。④
入
力
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
宛

て
に
、仮
登
録
完
了
メ
ー
ル
が
届

く
。⑤
記
載
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク

セ
ス
し
て
、本
登
録
を
行
う
。

▼
問
合
せ
／
長
寿
支
援
課（
☎
０
４

８-

４
２
４-

５
１
８
６
）

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

　
税
理
士
会
朝
霞
支
部
で
は
、平

成
27
年
分
の
給
与
及
び
年
金
収
入

が
8
0
0
万
円
以
下
の
方
の
還
付

申
告
相
談
と
申
告
書
の
作
成
指
導

を
無
料
で
行
い
ま
す
。

○
給
与
所
得
者
で
、医
療
費
控
除

　
を
受
け
る
方

○
昨
年
中
に
退
職
し
た
方（
退
職

　
所
得
の
あ
る
方
は
除
く
）で
、年

　
末
調
整
が
お
済
み
で
な
い
方

○
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

　
方

※

給
与
又
は
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
方
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　▼
問
合
せ
／
税
理
士
会
朝
霞
支
部

事
務
局（
☎
０
４
８-

4
6
5-

０
０

２
５
）

　※にいざほっとぷらざは、駐車場がありません。
　※各税理士事務所での相談は、平成27年分の給与及び年金収入600万円以下の方が対象
　です。ご希望の方は、事前に税理士会朝霞支部事務局へ電話連絡の上、ご利用ください。

税
理
士
に
よ
る

　
還
付
申
告
無
料
相
談

　　　　月　日　　
２月8日㈪～12日㈮
〈2月11日（木・祝）も実施〉

２月1日㈪～5日㈮

　　　　　 受 付 時 間
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時30分

朝霞支部事務局に問合せください。

場　所
にいざほっと
ぷらざ４階

各税理士事務所

■税理士による還付申告無料相談

便
利
な「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
を

　
　
　
　
　
開
設
し
て
い
ま
す

朝
霞
税
務
署
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
確
定
申
告
会
場

朝
霞
税
務
署
の
駐
車
場
が

　
　
　
　
　
　
　
縮
小
し
ま
す

復
興
特
別
所
得
税
の

　
　
　
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
を

相
続
税・贈
与
税
に
つ
い
て

市
役
所
で
行
う
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
い
ま
す

　
１
月
か
ら
、社
会
保
障（
福
祉

の
給
付
、医
療
保
険
な
ど
）、税（
課

税
、納
税
な
ど
）の
手
続
き
に
お
い

て
市
に
提
出
す
る
書
類
へ
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
な
ど
を
お
願
い

し
ま
す
。
手
続
き
を
行
う
際
に
は
、

窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
や

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、通

知
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
な
ど
も
可
）と
運
転
免
許
証
な

ど
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
な
ど
が
必
要
な
手
続
き
に

つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
各
担
当
課
に
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

生活福祉課

障がい者福祉課

児童福祉課

長寿支援課
介護保険課
国保年金課

保健センター

市民税課

資産税課
納税課

平
成
28
年
1
月
か
ら
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー
ド
の
交
付
開
始

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す

る
た
め
の「
通
知
カ
ー
ド
」と
併
せ

て
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

及
び
返
信
用
封
筒
が
同
封
さ
れ
て

い
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。▼
申
請
方

法
／
①
郵
送
で
の
申
請
＝
申
請
書

に
本
人
の
顔
写
真
を
貼
り
、返
信

用
封
筒
に
入
れ
て
郵
便
ポ
ス
ト
へ

投
函
、②
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
請

＝
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、所

定
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
申
請
、③
ま
ち
な
か
の
写
真
機

（
対
応
機
種
の
み
）か
ら
の
申
請
＝

申
請
書
を
持
参
し
て
顔
写
真
を
撮

影
し
て
申
請
▼
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
手
順
／
①
交
付
の
準
備
が

整
い
次
第
、市
か
ら「
交
付
通
知

書
」を
送
付
し
ま
す
。②
必
要
書
類

を
お
持
ち
に
な
り
、｢

交
付
通
知
書
」

に
記
載
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
ご
本

人
が
市
民
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。③
窓
口
で
本
人
確
認
の
上
、

暗
証
番
号
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
、

｢

個
人
番
号
カ
ー
ド
」を
交
付
し
ま

す
。▼
必
要
書
類
／「
交
付
通
知
書
」、

｢

通
知
カ
ー
ド
」、「
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の

も
の
１
点
又
は
健
康
保
険
証
な
ど

顔
写
真
付
き
で
な
い
も
の
２
点
）」、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の

方
）▼
注
意
事
項
／
○
初
回
発
行
手

数
料
は
無
料
。○「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」に
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
電
子
申

請
な
ど
が
行
え
る
電
子
証
明
書
が

標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。○
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
重
複
し
て
所
持
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。○
15
歳
未
満
及
び
成

年
被
後
見
人
の
方
は
法
定
代
理
人

か
ら
の
み
申
請
が
可
能
。○
病
気
、

身
体
の
障
が
い
、そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、市
役
所
に

お
越
し
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
限
り
、代
理
人
に
カ
ー
ド
の

受
取
り
を
委
任
で
き
ま
す（
詳
細

は
問
合
せ
く
だ
さ
い
）。

技　師

保健師

■捜索時の流れ

家族等 本人

新座警察署 長寿支援課
❷徘徊者情報

❻保護情報

❹目撃者情報

❺発見・保護
❶行方不明届

❸捜索依頼メール配信

❼捜索解除メール配信

企
　
画
　
課

　
（
☎
０
４
８-

４
７
７-

１
７
８
２
）

問合せ

担当課　　　　　 マイナンバーの記入が必要な手続き（一例）
生活保護、中国残留邦人等に対する支援給付の申請など
障がい児通所給付費の支給申請、障がい児福祉手当等の認
定申請、自立支援給付の支給申請、重度心身障がい者福祉
手当の認定申請、重度心身障がい者医療費の受給資格登録
申請など
児童手当、児童扶養手当の支給申請、ひとり親家庭自立支
援給付金の支給申請、こども医療費、ひとり親家庭等医療
費の受給資格登録申請など
後期高齢者医療保険に関する手続きなど
介護保険に関する手続きなど
国民健康保険に関する手続きなど
妊娠届出、未熟児養育医療の給付の申請など
【個人市民税】個人市民税に関する手続きなど
※ただし、平成27年分の確定申告書及び平成28年度分の住
　民税申告書には、記載の必要はありません。
【法人市民税】法人市民税に関する手続きなど
※ただし、確定申告書、中間申告書等の申告書には、平成
　28年１月１日以降に開始する事業年度分から記載が必要
　となります。
固定資産税等に関する手続きなど
納税に関する手続きなど

　
市
　
民
　
課

（
☎
０
４
８-

４
５
８-

０
４
７
６
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８
）

問合せ

※平成27年5月9日及び同年9月20日に実施した本市職員採用試験を受験した方は、受験できません。

メール配信登録者

15 14

お 知 ら せ
I N F O R M A T I O N

※電話の掛け間違いにご注意ください。 1 January 2016

第985号■平成28年1月号

　
朝
霞
税
務
署
で
は
、
２
月
16
日
㈫

か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で
、
確
定
申
告

書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。な
お
、

医
療
費
控
除
や
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
の
還
付
申
告
書
は
２
月

15
日
㈪
以
前
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
確
定
申
告
期
間
中
は
申
告
会
場
が

大
変
混
雑
す
る
た
め
、
申
告
書
の
作

成
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.nta.go.jp)

の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利

用
し
、郵
送
な
ど
で
提
出
く
だ
さ
い
。

※

初
め
て
の
方
で
も
操
作
が
し
や
す

い
画
面
で
す
。
税
額
な
ど
も
自
動
で

計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い
申
告

書
を
作
成
で
き
ま
す
。

　「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

の
操
作
に
関
す
る
問
合
せ（
☎
０
５

７
０-

０
１-

５
９
０
１
）▼
受
付
日

時
／
○
１
月
12
日
㈫
か
ら
３
月
15
日

㈫
ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
を

除
く
）及
び
２
月
21
日・
28
日・３
月

６
日・
13
日
の
日
曜
日
、
午
前
９
時

〜
午
後
８
時
、○
右
記
以
外
の
日
時

＝
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
及
び
12
月

29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）、
午
前

９
時
〜
午
後
５
時

▼
日
時
／
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15

日
㈫
ま
で
、午
前
８
時
30
分
か
ら（
土

曜・日
曜
日
は
除
く
。
た
だ
し
、
２

月
21
日・
28
日
の
日
曜
日
は
開
場
し

ま
す
。）※

午
後
４
時
頃
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
混
雑
し
て
い
る
場
合

は
、
受
付
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
朝
霞
税
務
署
の
隣
接
地
に
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
建
設
さ
れ
る
た
め
、
１
月

か
ら
駐
車
場
が
縮
小
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
分
か
ら
49
年
分
ま
で
の

各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
及
び

納
付
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
復

興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年
分
の

基
準
所
得
税
額（
原
則
と
し
て
、
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
）に
2.1
％
の
税

率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

手
書
き
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る

場
合
は
、
復
興
特
別
所
得
税
額
の
記

載
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://

w
w
w
.nta.go.jp)

に
、
相
続
税
等

の
関
連
情
報
を
掲
載
し
た「
相
続
税・

贈
与
税
特
集
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

「
相
続
税
の
あ
ら
ま
し（
平
成
27
年
分

用
）」、「
相
続
税
の
申
告
要
否
判
定

コ
ー
ナ
ー
」、「
相
続
税
申
告
書
の
記

載
例
」な
ど
、
分
か
り
や
す
い
解
説

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
朝
霞
税
務
署（
☎
０
４

８-

４
６
７-

２
２
１
１
）※

自
動
音

声
で「
０
」を
選
択

人
事
課

（
☎
０
４
８‐

　
４
２
４‐８
１
２
５
）

問合せ

　
市
で
は
、平
成
28
年
４
月
１
日
に

採
用
す
る
職
員
の
採
用
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、今
回
の
試
験
は
平
成
27
年

５
月
９
日
及
び
９
月
20
日
に
実
施
し

た
本
市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
者
は
、

受
験
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
試
験
日
／
１
月
24
日
㈰
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
必
要
書
類

／
①
履
歴
書・自
己
紹
介
書（
試
験
要

領
に
併
せ
て
配
布
す
る
所
定
の
用
紙

を
使
用
す
る
こ
と
）、②
卒
業
証
明
書

（
卒
業
証
書
の
写
し
で
も
可
）、③
成

績
証
明
書
、④
資
格
証
明
書
な
ど

の
写
し
▼
申
込
み
／
直
接
又
は
郵

送
で
、1
月
5
日
㈫
か
ら
13
日
㈬

ま
で
に
人
事
課
へ▼
試
験
要
領
の

配
布
／
人
事
課
、に
い
ざ
ほ
っ
と
ぷ

ら
ざ
、各
公
民
館・コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）。

■採用職種・採用人員・受験資格
職　種　　　  区　分　　採用予定人員 　　　　　　　 学歴・資格など　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

昭和62年４月２日以降に生まれた方

昭和５4年４月２日以降に生まれた方

一般事務

平成2年４月２日以降に生まれた方

平成4年４月２日以降に生まれた方

平成6年４月２日以降に生まれた方

大学、短期大学又は高等学校を卒業し
た方又は平成28年3月までに卒業する
見込みの方

1級建築士の資格を有する方

大学において建築を専攻し、卒業した方
又は平成28年3月までに卒業する見込
みの方

1級土木施工管理技士の資格を有する方

大学（1級土木施工管理技術検定におけ
る指定学科に限る。）において土木を専
攻し、卒業した方又は平成28年3月まで
に卒業する見込みの方

保健師の資格を有する方又は平成28年
3月までに資格取得見込みの方

10名
程度

5名
程度

5名
程度

3名
程度

大学卒

短大卒

高校卒

建築

建築専攻

土木

土木専攻

平成28年4月1日採用

市職員を募集します

▼
任
用
期
間
／
４
月
１
日
か
ら
平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で（
勤
務
評
定
に
よ
る

任
用
更
新
制
度
、定
年
制
度〈
65
歳
〉あ

り
）▼
試
験
日
／
２
月
６
日
㈯
▼
試
験
会

場
／
新
座
市
役
所
ほ
か
▼
試
験
方
法
／

作
文
及
び
面
接
▼
申
込
み
及
び
問
合
せ

／
直
接
又
は
郵
送
で
、履
歴
書（
市
販
の

Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
も
の
で
可
、顔
写
真
貼

付
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、１
月
12
日

㈫
か
ら
19
日
㈫
ま
で
に
人
事
課（
〒
３

５
２-

８
６
２
３
野
火
止
１-

１-

１
、☎
０

４
８-

４
２
４-

８
１
２
５
）へ

非常勤一般職員を募集します
平成28年4月1日採用

920円

1,260円

一般事務

①週30時間以内
②1日6時間（月15日以内）
※具体的な勤務日数・時間は配
属先により決定します。

月曜から金曜日までの午前7時
から午後7時までの間の4時間
以内及び土曜日の午前7時から
午後7時までの間の6時間以内
（週19時間以内）

パソコン入力、
窓口業務及び事
務補助など

早期及び延長保
育における保育
業務

市役所
ほか

市内
保育園

5名程度

若干名早延長
保育員

職　種 　　　　　　　　　勤 務 時 間 　 　 　 　 　勤務場所　　 募集人員　　　　　業務内容　　　　　 時　給　 　

新
座
市
認
知
症
行
方
不
明
高
齢
者

Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル
事
業

「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」開
始
！

〜
メ
ー
ル
配
信
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
〜

　「
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
」と

は
、認
知
症
に
よ
る
徘
徊
で
行
方

不
明
に
な
っ
た
高
齢
者
の
早
期
発

見
・
事
故
防
止
の
た
め
、事
前
に

メ
ー
ル
配
信
登
録
さ
れ
た
方
に
行

方
不
明
者
の
情
報
を
メ
ー
ル
で一

斉
配
信
し
、捜
索
に
協
力
し
て
い

た
だ
く
も
の
で
す
。メ
ー
ル
に
は
、

性
別
、年
齢
、身
長
、服
装
、行
方
不

明
に
な
っ
た
時
の
状
況
な
ど
の
情

報
を
配
信
し
ま
す
。本
人
を
発
見

す
る
な
ど
情
報
を
得
ま
し
た
ら
、

新
座
警
察
署
に
通
報
を
お
願
い
し

ま
す
。▼
登
録
方
法
／
①
次
の
Ｕ
Ｒ

Ｌ
又
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、高
齢
者

さ
が
し
て
メ
ー
ル
登
録
フ
ォ
ー
ム

に
ア
ク
セ
ス
す
る
。（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
が
あ
り
ま
す
。）

●
携
帯
電
話
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.cit

y.niiza.lg.jp/m
o

bile/m
ailm

aga/

●
パ
ソ
コ
ン
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
方
は
こ
ち
ら

http://w
w
w
.city.

niiza.lg.jp/m
ailm

aga/

②
高
齢
者
さ
が
し
て
メ
ー
ル
に
□

を
入
れ
、メ
ル
マ
ガ
決
定
を
押
す
。

③
登
録
し
た
い
ご
自
身
の
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
、決
定
を
押

す
。④
入
力
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
宛

て
に
、仮
登
録
完
了
メ
ー
ル
が
届

く
。⑤
記
載
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク

セ
ス
し
て
、本
登
録
を
行
う
。

▼
問
合
せ
／
長
寿
支
援
課（
☎
０
４

８-

４
２
４-

５
１
８
６
）

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

所
得
税
の
申
告
は
朝
霞
税
務
署
へ

〜
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
送
が
大
変
便
利
で
す
〜

　
税
理
士
会
朝
霞
支
部
で
は
、平

成
27
年
分
の
給
与
及
び
年
金
収
入

が
8
0
0
万
円
以
下
の
方
の
還
付

申
告
相
談
と
申
告
書
の
作
成
指
導

を
無
料
で
行
い
ま
す
。

○
給
与
所
得
者
で
、医
療
費
控
除

　
を
受
け
る
方

○
昨
年
中
に
退
職
し
た
方（
退
職

　
所
得
の
あ
る
方
は
除
く
）で
、年

　
末
調
整
が
お
済
み
で
な
い
方

○
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

　
方

※

給
与
又
は
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
方
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　▼
問
合
せ
／
税
理
士
会
朝
霞
支
部

事
務
局（
☎
０
４
８-

4
6
5-

０
０

２
５
）

　※にいざほっとぷらざは、駐車場がありません。
　※各税理士事務所での相談は、平成27年分の給与及び年金収入600万円以下の方が対象
　です。ご希望の方は、事前に税理士会朝霞支部事務局へ電話連絡の上、ご利用ください。

税
理
士
に
よ
る

　
還
付
申
告
無
料
相
談

　　　　月　日　　
２月8日㈪～12日㈮
〈2月11日（木・祝）も実施〉

２月1日㈪～5日㈮

　　　　　 受 付 時 間
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時30分

朝霞支部事務局に問合せください。

場　所
にいざほっと
ぷらざ４階

各税理士事務所

■税理士による還付申告無料相談

便
利
な「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
を

　
　
　
　
　
開
設
し
て
い
ま
す

朝
霞
税
務
署
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
確
定
申
告
会
場

朝
霞
税
務
署
の
駐
車
場
が

　
　
　
　
　
　
　
縮
小
し
ま
す

復
興
特
別
所
得
税
の

　
　
　
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
を

相
続
税・贈
与
税
に
つ
い
て

市
役
所
で
行
う
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
い
ま
す

　
１
月
か
ら
、社
会
保
障（
福
祉

の
給
付
、医
療
保
険
な
ど
）、税（
課

税
、納
税
な
ど
）の
手
続
き
に
お
い

て
市
に
提
出
す
る
書
類
へ
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
な
ど
を
お
願
い

し
ま
す
。
手
続
き
を
行
う
際
に
は
、

窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
や

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、通

知
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
な
ど
も
可
）と
運
転
免
許
証
な

ど
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
な
ど
が
必
要
な
手
続
き
に

つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
各
担
当
課
に
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

生活福祉課

障がい者福祉課

児童福祉課

長寿支援課
介護保険課
国保年金課

保健センター

市民税課

資産税課
納税課

平
成
28
年
1
月
か
ら
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー
ド
の
交
付
開
始

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す

る
た
め
の「
通
知
カ
ー
ド
」と
併
せ

て
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

及
び
返
信
用
封
筒
が
同
封
さ
れ
て

い
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。▼
申
請
方

法
／
①
郵
送
で
の
申
請
＝
申
請
書

に
本
人
の
顔
写
真
を
貼
り
、返
信

用
封
筒
に
入
れ
て
郵
便
ポ
ス
ト
へ

投
函
、②
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
請

＝
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、所

定
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
申
請
、③
ま
ち
な
か
の
写
真
機

（
対
応
機
種
の
み
）か
ら
の
申
請
＝

申
請
書
を
持
参
し
て
顔
写
真
を
撮

影
し
て
申
請
▼
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
手
順
／
①
交
付
の
準
備
が

整
い
次
第
、市
か
ら「
交
付
通
知

書
」を
送
付
し
ま
す
。②
必
要
書
類

を
お
持
ち
に
な
り
、｢

交
付
通
知
書
」

に
記
載
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
ご
本

人
が
市
民
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。③
窓
口
で
本
人
確
認
の
上
、

暗
証
番
号
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
、

｢

個
人
番
号
カ
ー
ド
」を
交
付
し
ま

す
。▼
必
要
書
類
／「
交
付
通
知
書
」、

｢

通
知
カ
ー
ド
」、「
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の

も
の
１
点
又
は
健
康
保
険
証
な
ど

顔
写
真
付
き
で
な
い
も
の
２
点
）」、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の

方
）▼
注
意
事
項
／
○
初
回
発
行
手

数
料
は
無
料
。○「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」に
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
電
子
申

請
な
ど
が
行
え
る
電
子
証
明
書
が

標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。○
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
重
複
し
て
所
持
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。○
15
歳
未
満
及
び
成

年
被
後
見
人
の
方
は
法
定
代
理
人

か
ら
の
み
申
請
が
可
能
。○
病
気
、

身
体
の
障
が
い
、そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、市
役
所
に

お
越
し
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
限
り
、代
理
人
に
カ
ー
ド
の

受
取
り
を
委
任
で
き
ま
す（
詳
細

は
問
合
せ
く
だ
さ
い
）。

技　師

保健師

■捜索時の流れ

家族等 本人

新座警察署 長寿支援課
❷徘徊者情報

❻保護情報

❹目撃者情報

❺発見・保護
❶行方不明届

❸捜索依頼メール配信

❼捜索解除メール配信

企
　
画
　
課

　
（
☎
０
４
８-

４
７
７-

１
７
８
２
）

問合せ

担当課　　　　　 マイナンバーの記入が必要な手続き（一例）
生活保護、中国残留邦人等に対する支援給付の申請など
障がい児通所給付費の支給申請、障がい児福祉手当等の認
定申請、自立支援給付の支給申請、重度心身障がい者福祉
手当の認定申請、重度心身障がい者医療費の受給資格登録
申請など
児童手当、児童扶養手当の支給申請、ひとり親家庭自立支
援給付金の支給申請、こども医療費、ひとり親家庭等医療
費の受給資格登録申請など
後期高齢者医療保険に関する手続きなど
介護保険に関する手続きなど
国民健康保険に関する手続きなど
妊娠届出、未熟児養育医療の給付の申請など
【個人市民税】個人市民税に関する手続きなど
※ただし、平成27年分の確定申告書及び平成28年度分の住
　民税申告書には、記載の必要はありません。
【法人市民税】法人市民税に関する手続きなど
※ただし、確定申告書、中間申告書等の申告書には、平成
　28年１月１日以降に開始する事業年度分から記載が必要
　となります。
固定資産税等に関する手続きなど
納税に関する手続きなど

　
市
　
民
　
課

（
☎
０
４
８-

４
５
８-

０
４
７
６
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８
）

問合せ

※平成27年5月9日及び同年9月20日に実施した本市職員採用試験を受験した方は、受験できません。

メール配信登録者


